
《
国
際
家
族
法
研
究
会
報
告
　（
第
12
回
）
》

イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
婚
姻

�

佐
々
木
　
彩

一
　
は
じ
め
に

　

イ
ス
ラ
ム
法
が
自
国
の
法
に
反
映
さ
れ
て
い
る
国
の
国
籍
を
有
す
る

イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
日
本
人
と
が
婚
姻
す
る
場
合
、
様
々
な
問
題
が
想
定

さ
れ
得
る
。
例
え
ば
、
我
が
国
際
私
法
上
の
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
、
通

則
法
と
す
る
）」
第
二
四
条
第
一
項
の
適
用
に
よ
っ
て
当
事
者
双
方
の

本
国
法
が
指
定
さ
れ
た
場
合
、
通
則
法
第
四
一
条
本
文
が
定
め
る
反
致

の
原
則
の
適
用
が
な
け
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
圏
諸
国
の
多
く
が
認
め
て
い

る
一
夫
多
妻
婚
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
得
る
（
一
夫
多
妻
婚
を
禁
止
す

る
イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
と
し
て
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
ト
ル
コ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
九
五
六
年
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
身
分
関
係
法
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
再
解
釈
に
よ

り
、
一
夫
多
妻
婚
の
禁
止
は
シ
ャ
リ
ー
ア
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て

お
り
、
ま
た
、
ト
ル
コ
民
法
典
は
、
ス
イ
ス
民
法
を
継
受
し
た
こ
と
に
よ

り
、
原
則
と
し
て
一
夫
多
妻
婚
を
禁
止
し
て
い
る
（
眞
田
芳
憲
＝
松
村
明

『
イ
ス
ラ
ー
ム
身
分
関
係
法
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
三

頁
））。
ま
た
、
離
婚
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
通
則
法
第
二
七

条
の
適
用
に
よ
り
、
夫
婦
の
同
一
常
居
所
地
法
、（
同
一
常
居
所
地
法
が

な
け
れ
ば
）
最
密
接
関
連
地
法
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
の
法
が
準

拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
、
当
該
外
国
法
を
適
用
し
た
結
果
、
夫
か
ら
の

専
制
離
婚
を
可
能
と
す
る
タ
ラ
ー
ク
離
婚
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
当
該

外
国
法
の
適
用
の
有
無
を
巡
っ
て
国
際
私
法
上
の
公
序
の
問
題
が
生
じ

得
る
。
そ
の
他
に
も
、
イ
ス
ラ
ム
法
と
実
定
法
と
が
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
様
々
な
問

題
が
考
え
ら
れ
る
。
本
報
告
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
日
本
人
と
の
婚
姻

を
巡
る
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト

人
と
日
本
人
と
の
間
で
婚
姻
の
締
結
が
な
さ
れ
た
後
、
エ
ジ
プ
ト
法
が

イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
異
教
徒
間
の
婚
姻
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で

婚
姻
の
無
効
確
認
が
問
題
と
な
っ
た
、
左
記
判
決
を
素
材
と
し
、
婚
姻

の
実
質
的
成
立
要
件
の
解
釈
、
及
び
公
序
則
の
発
動
基
準
の
視
点
か
ら

検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
東
京
地
裁
平
成
三
年
三
月
二
九
日
判
決
（
家
月
四
五
巻
三
号
六
七

頁
、
判
時
一
四
二
四
号
八
四
頁
）

【
事
実
】　

仏
教
徒
の
日
本
人
妻
Ｘ
（
原
告
）
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
エ
ジ

プ
ト
人
夫
Ｙ
（
被
告
）
は
、
昭
和
五
九
年
五
月
、
日
本
に
お
い
て
婚
姻

の
届
出
を
し
、
同
年
八
月
下
旬
頃
か
ら
同
居
生
活
を
始
め
た
。
Ｙ
は
、

同
年
一
一
月
下
旬
頃
か
ら
会
社
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
勤
務
態
度

が
悪
く
、
昭
和
六
〇
年
三
月
下
旬
に
は
解
雇
さ
れ
た
。
同
年
四
月
下
旬

以
降
、
Ｙ
は
定
職
に
就
こ
う
と
せ
ず
、
さ
ら
に
、
同
年
六
月
の
夜
半
、

夫
婦
間
の
口
論
が
き
っ
か
け
で
Ｘ
に
激
し
く
暴
力
を
加
え
た
た
め
、
夫

婦
は
別
居
す
る
に
至
っ
た
。
Ｙ
は
、
昭
和
六
一
年
八
月
、
エ
ジ
プ
ト
に

帰
国
し
た
が
、
昭
和
六
三
年
五
月
に
来
日
し
、
Ｘ
に
復
縁
を
迫
っ
た
。
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し
か
し
、
Ｘ
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
、
同
年
六
月
、
Ｙ
は
日
本
か
ら

出
国
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
を
相
手
取
り
、
主
位
的
に
、
エ
ジ
プ
ト
法
が
異

教
徒
間
の
婚
姻
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
反
す
る
婚
姻
を
無
効
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
、
異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
は
双
面
的
婚
姻
障
害
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
の
で
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
婚
姻
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求

め
、
予
備
的
に
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
離
婚
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

【
判
旨
】　

主
位
的
請
求
で
あ
る
婚
姻
無
効
の
確
認
に
つ
い
て
は
、「
婚

姻
の
実
質
的
成
立
要
件
の
準
拠
法
は
、
…
…
、
各
当
事
者
の
本
国
法
と

な
る
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
被
告
に
適
用
さ
れ
る
エ
ジ
プ
ト
の
法

令
に
よ
る
と
…
…
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
被
告
と
仏
教
徒
で
あ
る
原

告
と
の
婚
姻
は
、
異
教
徒
間
の
婚
姻
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
右
婚
姻
は
無

効
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
異
教
徒

間
の
婚
姻
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
日
本
人
で
あ
る
原
告
と
エ

ジ
プ
ト
人
で
あ
る
被
告
の
婚
姻
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
信
教
の
自

由
、
法
の
下
の
平
等
な
ど
を
定
め
、
保
障
す
る
我
が
国
の
法
体
系
の
も

と
に
お
い
て
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
し
て
、
平
成
元
年
改
正
前
法
例
第
三
〇
条
（
通
則
法
第
四
二
条
と
同

旨
）
が
定
め
る
公
序
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
適
用
さ
れ
る
エ
ジ
プ

ト
法
の
適
用
を
排
除
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
、
そ
の
他
、
本
件
婚

姻
が
無
効
と
な
る
べ
き
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
原
告
の
主
意
的

請
求
に
は
理
由
が
な
い
と
し
た
。
な
お
、
予
備
的
請
求
で
あ
る
離
婚
を

求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、「
…
…
原
告
の
予
備
的
請
求
は
理
由
が
あ

る
。」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

三
　
検
討

（
１
）
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
の
解
釈

（
イ
）
従
来
の
解
釈
の
整
理

　

我
が
国
際
私
法
上
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
通
則

法
第
二
四
条
第
一
項
が
、「
婚
姻
の
成
立
は
、
各
当
事
者
に
つ
き
、
そ

の
本
国
法
に
よ
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
同
条
同
項
に
お
い
て
配
分
的

連
結
が
採
ら
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
掲
げ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
の
締
結
に
お
い
て
は
、
当
事
者
双
方
は
対
等
な

地
位
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
双
方
の
本
国
法
は
平
等
に
考
慮
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
、
累
積
的
連
結
に
よ
る
と
、
配
分

的
連
結
に
比
し
て
婚
姻
が
成
立
し
に
く
く
な
る
た
め
、
累
積
的
連
結
よ

り
も
配
分
的
連
結
の
方
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る

（
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）

四
一
九
頁
）。
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
が
、
婚
姻
の
形
式
的
成
立
要

件
（
以
下
、
婚
姻
の
方
式
と
も
い
う
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
第
二
四
条
第
一
項
は
、
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
て
お

り
、
婚
姻
の
方
式
を
含
ま
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
同
条
同
項
を
文
言

通
り
解
釈
す
れ
ば
、
妻
と
な
る
べ
き
者
及
び
夫
と
な
る
べ
き
者
が
、
そ

れ
ぞ
れ
自
国
の
法
の
要
件
を
満
た
せ
ば
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
は
整

う
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
と
は
、
有
効

な
婚
姻
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
積
極
的
、
若
し
く
は
消
極

的
要
件
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
積
極
的
要
件
の
不
存
在
、
あ
る
い
は

消
極
的
要
件
の
存
在
が
「
婚
姻
障
碍
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
山
田
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鐐
一
『
国
際
私
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
五
頁
）。

通
説
上
、
前
出
の
婚
姻
障
碍
に
は
、
一
面
的
婚
姻
障
碍
（
以
下
、
一
方

的
要
件
と
も
い
う
）
の
も
の
と
双
面
的
婚
姻
障
碍
（
以
下
、
双
方
的
要
件

と
も
い
う
）
の
も
の
と
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
一
方
的
要
件
の

場
合
は
、
当
事
者
自
身
の
本
国
法
の
要
件
を
満
た
せ
ば
よ
い
の
に
対

し
、
双
方
的
要
件
の
場
合
は
、
当
事
者
相
互
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
満

た
す
必
要
が
あ
る
と
、
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
双
面
的
婚
姻

障
碍
に
関
す
る
要
件
つ
い
て
は
、
当
事
者
双
方
の
本
国
法
の
要
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
累
積
的
連
結
を

認
め
た
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
て

も
、
同
条
同
項
に
お
け
る
配
分
的
連
結
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な

い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
山
田
・
前
掲
書
四
〇
五
頁
）。

　

な
に
が
一
方
的
要
件
で
、
な
に
が
双
方
的
要
件
に
含
ま
れ
る
か
に
つ

い
て
、
一
方
的
要
件
に
は
、
婚
姻
能
力
、
父
母
・
後
見
人
等
の
同
意
、

婚
姻
意
思
等
が
該
当
す
る
と
さ
れ
、
双
方
的
要
件
に
は
、
近
親
婚
・
重

婚
の
禁
止
等
が
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
』（
以
下
、
基
本
コ
ン
メ
と
す
る
）（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
）
八
八

頁
（
青
木
清
））。
人
種
・
宗
教
に
基
づ
く
理
由
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い

る
男
女
関
係
に
あ
る
こ
と
も
双
方
的
要
件
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
（
山

田
・
前
掲
書
四
〇
五
頁
）、
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
本
件
に
お
け
る
異

教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
も
、
双
方
的
要
件
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
一
方
的
要
件
と
双
方
的
要
件
と
の
判
別
に
つ
い
て
、
国

際
私
法
レ
ベ
ル
で
行
う
の
か
、
準
拠
実
質
法
レ
ベ
ル
で
行
う
の
か
に
つ

い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
準
拠
実
質
法
を
適

用
す
る
前
の
段
階
で
、
各
要
件
を
一
方
的
要
件
か
双
方
的
要
件
か
に
分

類
し
て
決
定
さ
れ
る
の
に
対
し
（
溜
池
・
前
掲
書
四
二
二
頁
）、
後
者
に

よ
れ
ば
、
準
拠
実
質
法
を
適
用
す
る
際
に
、
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
一

方
的
要
件
か
双
方
的
要
件
か
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
木
棚
照
一

＝
松
岡
博
＝
渡
辺
惺
之
『
国
際
私
法
概
論
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
）
二
〇
三
頁
、
笠
原
俊
宏
『
国
際
家
族
法
新
論
〔
補
訂
版
〕』

（
文
眞
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
九
頁
、
基
本
コ
ン
メ
八
八
頁
（
青
木
））。

国
際
私
法
レ
ベ
ル
で
解
決
す
る
と
し
て
も
、
準
拠
実
質
法
の
法
目
的
や

解
釈
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

（
基
本
コ
ン
メ
八
八
頁
（
青
木
））、
一
方
的
要
件
か
双
方
的
要
件
か
を
判

別
す
る
に
当
た
り
、
準
拠
実
質
法
上
の
解
釈
の
必
要
性
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
な
お
、
一
方
的
要
件
と
双
方
的
要
件
と
の
区
別
を
国
際

私
法
上
の
も
の
と
解
し
た
上
で
、
通
則
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
す
べ
て
累

積
的
連
結
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条

同
項
が
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
と
い
う
ひ
と
つ
の
単
位
法
律
関
係
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
を
適
用
す
る
と
定
め
て
い
る
以
上
、
そ
の
要
件
を

一
方
的
・
双
方
的
と
区
分
す
る
の
は
、
同
条
同
項
の
条
文
の
解
釈
か
ら
い
っ

て
無
理
が
あ
り
、
結
局
、
通
則
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
累
積
的
連
結
を
定

め
て
い
る
と
解
す
べ
き
（
道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法
各
論
』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
九
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
）。

（
ロ
）
若
干
の
検
討

　

前
述
の
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
配
分
的
連
結
が
採
ら
れ
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た
趣
旨
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
に
お
け
る
異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
に

つ
い
て
、
双
方
的
要
件
と
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る

し
、
そ
も
そ
も
、
一
方
的
要
件
と
双
方
的
要
件
と
の
内
容
を
明
確
に
区

別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
蓋
し
、
婚
姻
適
齢
の
よ
う
に
、
一
方
的
要
件

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
相
手
方
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
要
件
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
た
め
（
笠
原
・
前
掲
書
一
六
九
頁
）、
一
方
的
要
件
と
双

方
的
要
件
と
の
区
別
自
体
が
、
明
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、「
未
婚
の
日
本
人
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
た
と
え
そ

の
婚
姻
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
第
二
の
婚
姻
に
な
る
も
の
で

あ
っ
て
も
（
重
婚
を
禁
止
す
る
規
定
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
な
い
限
り
）
婚

姻
で
き
る
と
い
う
解
釈
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
」（
海
老
沢
美
広
「
渉
外

婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件　

そ
の
一
方
要
件
双
方
要
件
に
関
す
る
覚
書
」
戸

時
五
三
三
号
五
頁
）
と
す
る
見
解
や
、「
重
婚
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
問
題
と
し
な
い
国
の
国
民
と
婚
姻
し
よ
う
と
す
る
者
の
本
国
法
上
の

一
夫
一
婦
制
を
相
手
方
に
も
押
し
つ
け
る
べ
き
で
は
な
」
い
と
し
て
、

双
面
的
婚
姻
障
碍
と
い
う
構
成
は
「
婚
姻
の
成
立
に
つ
い
て
慎
重
な
立

場
か
ら
の
過
度
な
干
渉
で
あ
り
、
配
分
的
連
結
と
い
う
準
拠
法
に
関
す

る
各
当
事
者
の
相
互
の
独
立
性
を
侵
す
発
想
で
あ
り
、
又
、
準
拠
実
質

法
の
概
念
を
不
当
に
抵
触
法
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
と
評
す
べ
き
」
と

主
張
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
（
笠
原
・
前
掲
書
一
七
〇
頁
）。
そ
れ
ら
の

見
解
に
立
て
ば
、
例
え
ば
、
一
夫
多
妻
婚
を
認
め
る
国
に
属
す
る
者
と

日
本
人
と
が
我
が
国
で
婚
姻
す
る
場
合
、
通
則
法
第
二
四
条
第
一
項
の

文
言
通
り
、
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
の
要
件
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
満
た

し
て
い
れ
ば
婚
姻
は
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
日
本
人
の

本
国
法
と
し
て
日
本
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
、
実
質
的
成
立
要

件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
我
が
国
の
民
法
第
七
三
二
条
の
要
件
が
満
た
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
は
、「
配
偶
者
の
あ
る
者
は
、
重
ね
て

婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
際
私
法
の

通
説
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
何
人
も
、
配
偶
者
の
あ
る
者
と

婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
い
う
意
味
に
再
構
成
さ
れ
て
い

る
（
根
本
洋
一
「
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
の
準
拠
法
」
エ
コ
ノ
ミ
ア
五
二

巻
二
号
五
二
頁
以
下
）。
こ
こ
で
、
同
条
を
条
文
の
文
言
通
り
適
用
す
れ

ば
、
配
偶
者
を
有
し
て
い
な
い
日
本
人
で
あ
れ
ば
、
一
夫
多
妻
婚
を
認

め
る
国
の
者
と
で
あ
っ
て
も
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
同
条
に
つ
い
て
前
述
の
通
説
的
解
釈
に
寄
っ
た

と
し
て
も
、
配
分
的
適
用
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
を
適
用
し
、

そ
の
結
果
、
我
が
国
の
法
秩
序
に
反
す
る
と
し
て
公
序
則
の
発
動
に
よ

り
一
夫
多
妻
を
認
め
る
国
の
法
を
排
除
す
れ
ば
、
重
婚
の
禁
止
を
双
方

的
婚
姻
障
碍
と
し
て
扱
う
場
合
と
結
論
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
一
方
的

要
件
と
し
て
準
拠
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

か
く
し
て
、
本
判
決
に
お
け
る
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
を
解
釈
す

る
な
ら
ば
、
Ｘ
の
本
国
法
が
異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
を
定
め
て
い
る

こ
と
は
、
前
述
の
一
夫
多
妻
婚
の
例
と
同
様
、
Ｘ
の
み
に
か
か
わ
る
一

方
的
要
件
と
し
て
扱
い
、
そ
の
結
果
、
婚
姻
が
無
効
に
な
る
と
解
釈
す

べ
き
と
考
え
る
。
本
判
決
の
内
容
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
Ｘ
の
訴

え
通
り
に
異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
を
双
面
的
婚
姻
障
碍
と
し
て
扱
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い
、
Ｙ
の
本
国
法
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
法
の
要
件
を
Ｘ
に
も
適
用
さ
せ
婚

姻
を
無
効
へ
導
く
こ
と
は
、
妥
当
と
い
え
な
い
。

（
２
）
国
際
私
法
上
の
公
序
則
発
動
基
準
に
つ
い
て
の
検
討

　

異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
は
、
我
が
国
際
私
法
上
の
公
序
に
反
す
る

も
の
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
排
除
し
、
婚
姻
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
と

い
わ
れ
て
お
り
（
溜
池
良
夫
『
国
際
家
族
法
研
究
』（
以
下
、
研
究
と
す
る
）

（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
八
〇
頁
）、
公
序
の
問
題
と
し
て
考
え
る
の
が

我
が
国
の
多
数
説
で
あ
る
（
出
口
耕
自
・
ジ
ュ
リ
一
〇
五
七
号
一
二
〇
頁

以
下
、
山
田
・
前
掲
書
四
〇
五
頁
）。
本
判
決
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う

な
見
解
に
立
ち
、
公
序
条
項
の
適
用
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
法
の
適
用
を

排
除
し
、
婚
姻
の
成
立
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て
、
公
序
に
よ
っ
て
外
国
法
の
適
用
を
排
除
し
て
婚
姻
の
成
立

を
認
め
て
も
、
そ
の
婚
姻
は
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら

意
味
が
な
い
と
し
て
、
婚
姻
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的

な
見
解
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
少

な
く
と
も
我
が
国
で
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
有
効
な
も
の
と
し
て
扱

わ
る
以
上
、
全
く
無
意
味
と
は
い
え
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

（
溜
池
・
研
究
八
〇
頁
）、
法
廷
地
が
我
が
国
で
あ
り
、
我
が
国
で
問
題

と
な
っ
て
い
る
以
上
、
本
国
で
問
題
と
な
っ
た
場
合
の
こ
と
ま
で
は
、

こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。

　

本
判
決
は
、
異
教
徒
間
の
禁
止
を
公
序
に
反
す
る
と
判
示
し
た
最
初

の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
前
掲
の
多
数
説
に
倣
っ
た
判
断
を
下
し
て
い

る
が
、
本
判
決
の
理
論
構
成
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
見
解
が
見
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
が
「
信
教
の
自
由
、
法
の
下
の
平
等
な
ど
を

定
め
、
保
障
す
る
我
が
国
の
法
体
系
の
も
と
に
お
い
て
は
、
公
序
良
俗

に
反
す
る
」
と
し
た
判
断
に
つ
い
て
、
準
拠
外
国
法
が
内
国
憲
法
の
制

約
を
直
接
受
け
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
出
口
・
前
掲
一
二
一
頁
）。
準
拠
外
国
法
が
内
国
憲
法
の
制
約
を

受
け
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
の
ス
ペ
イ
ン
人
事
件
（R

abelsZ 

197２,�p.145.

）
を
契
機
に
議
論
を
呼
ん
だ
問
題
で
あ
る
が
、
我
が
国
に

お
い
て
、
内
国
の
憲
法
に
反
す
る
準
拠
外
国
法
は
、
直
ち
に
無
効
と
さ

れ
て
、
そ
の
適
用
が
国
際
私
法
上
の
公
序
則
の
発
動
に
よ
り
排
除
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
準
拠
外
国
法
の
規
定
の
適
用
の
結
果

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
我
が
国

の
「
私
法
的
社
会
生
活
の
秩
序
」
を
害
す
る
場
合
に
、
準
拠
外
国
法
の

適
用
は
排
除
さ
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
（
溜
池
・
前
掲

書
二
一
六
頁
以
下
）。
そ
の
見
解
に
立
て
ば
、
本
判
決
が
下
し
た
判
断

は
、
前
出
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
法
の
規
定
を
適
用
し
た

結
果
が
我
が
国
の
公
序
に
反
す
る
の
で
は
な
く
、
異
教
徒
間
の
婚
姻
を

認
め
な
い
エ
ジ
プ
ト
法
の
内
容
が
我
が
国
の
憲
法
に
反
す
る
と
い
う
理

由
で
直
ち
に
公
序
則
を
発
動
し
た
よ
う
に
見
て
取
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
判
決
は
、
エ
ジ
プ
ト
人
Ｙ
の
本
国
法
を
適
用

し
た
結
果
、
準
拠
実
質
法
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
法
が
異
教
徒
間
の
婚
姻
を

禁
止
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
我
が
国
の
法
秩
序
に
反

す
る
と
し
て
、
国
際
私
法
上
の
公
序
則
の
発
動
に
よ
り
エ
ジ
プ
ト
法
の

適
用
を
排
除
し
、
Ｘ
Ｙ
の
婚
姻
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
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四
　
お
わ
り
に

　

本
件
の
よ
う
な
異
教
徒
間
の
婚
姻
の
禁
止
を
巡
る
問
題
が
生
じ
た
場

合
、
我
が
国
に
お
け
る
日
本
人
と
外
国
人
と
の
婚
姻
で
あ
れ
ば
、
婚
姻

の
方
式
（
形
式
的
成
立
要
件
）
は
通
則
法
第
二
四
条
第
三
項
但
書
に
よ
っ

て
我
が
国
の
方
式
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
我
が
国
の
方
式
と
は
、
戸
籍

法
の
定
め
る
所
に
従
い
、
市
区
町
村
長
に
婚
姻
を
届
け
出
る
こ
と
で
あ

る
（
民
法
第
七
三
九
条
第
一
項
、
戸
籍
法
第
七
四
条
）。
形
式
的
成
立
要
件

に
つ
い
て
は
、
婚
姻
届
書
に
記
載
事
項
が
す
べ
て
書
か
れ
て
い
る
か
を

確
認
す
れ
ば
よ
い
た
め
、
そ
の
審
査
は
比
較
的
容
易
に
行
わ
れ
る
が
、

婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
本
件
の
よ
う
な
問

題
が
生
じ
得
る
。
本
件
で
は
、
公
序
則
の
発
動
に
よ
っ
て
Ｘ
Ｙ
の
婚
姻

の
無
効
の
主
張
は
退
け
ら
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
我
が
国
で
婚
姻
を
締

結
し
た
の
は
、
当
初
は
婚
姻
を
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と

が
想
定
で
き
、
こ
こ
に
跛
行
婚
が
生
じ
て
い
る
と
う
見
方
が
で
き
る
。

従
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
当
然
に
、
婚
姻
の
無
効
の
主
張
は
認
め
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
跛
行
婚
の
発
生
は
、
一
夫
多
妻

婚
を
認
め
る
国
に
属
す
る
者
と
日
本
人
と
が
婚
姻
す
る
場
合
も
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
に
お
い
て
婚
姻
の
成
立
が
難
し
い
と
考
え

た
場
合
、
一
夫
多
妻
婚
を
認
め
る
国
で
婚
姻
し
、
そ
の
国
の
抵
触
規
定

が
定
め
る
婚
姻
の
形
式
的
・
実
質
的
成
立
要
件
を
満
た
せ
ば
、
有
効
な

婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
、
自

国
で
は
認
め
ら
れ
な
く
て
も
相
手
国
で
は
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
跛
行

婚
の
発
生
を
避
け
る
た
め
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
各
国
の
国
際

私
法
の
規
定
を
統
一
す
る
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
山
田
・
前

掲
書
四
一
七
頁
）、
少
な
く
と
も
、
前
掲
の
一
夫
多
妻
婚
の
問
題
に
限
れ

ば
、
通
則
法
第
二
四
条
第
一
条
が
定
め
る
配
分
的
連
結
を
文
言
通
り
適

用
し
、
準
拠
実
質
法
で
あ
る
民
法
の
解
釈
も
文
言
通
り
行
え
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
本
国
法
の
要
件
が
認
め
ら
れ
れ
ば
婚
姻
が
成
立
す
る
こ
と
と
な

る
た
め
、
一
夫
多
妻
に
関
す
る
跛
行
婚
の
問
題
は
解
決
で
き
る
。

　

な
お
、
婚
姻
当
時
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、

他
の
宗
教
に
改
宗
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合

は
、
婚
姻
成
立
後
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
婚
姻
無
効
事
由
が
争
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
一
夫
多
妻
の
ケ
ー
ス
で
、
日
本
人
女
性
が
、
独

身
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
男
性
と
婚
姻
し
た
後
、
そ
の
男
性
の
本
国
法
が

一
夫
多
妻
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
国
で
第
二
、
第
三
の
妻
を

娶
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
（
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
四
人
の
妻
ま
で
娶
る
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
一
夫
多

妻
婚
を
認
め
る
国
の
者
で
あ
っ
て
も
、
婚
姻
当
初
は
一
夫
一
婦
な
の
で

あ
る
か
ら
、
婚
姻
は
有
効
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

婚
姻
後
、
重
婚
を
理
由
に
、
我
が
国
で
婚
姻
の
取
消
を
主
張
す
る
こ
と

は
、
無
論
認
め
ら
れ
ず
、
婚
姻
解
消
（
離
婚
）
の
問
題
と
し
て
対
処
す

る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
日
本
に
居
住
し
て
い
れ
ば
、
通

則
法
第
二
七
条
但
書
が
規
定
す
る
日
本
人
条
項
の
適
用
に
よ
り
、
日
本

法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
、
民
法
第
七
七
〇
条
第
五
号
の
要
件
に

該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
離
婚
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

�

（
東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
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